
医療費適正化計画の状況等について 

資料３ 



平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成29年度

（目標年度）

備考

（全国43.2％）

39.0％

（全国44.7％）

40.4％

（全国46.2％）

42.0％

（全国47.6％）

42.3％

（全国48.6％）

44.1%

― ― 70％以上

（全国13.1％）

14.3％

（全国15.0％）

14.9％

（全国16.4％）

17.4％

（全国17.7％）

18.6％

（全国17.8％）

19.6%

― ― 45％以上

（全国　－　）

1.92％

（全国2.12％）

△0.95％

（全国3.09％）

0.71％

（全国3.47％）

0.78％

（全国3.18％）

0.67%

― ― 25％以上

（全国21.2％）

22.7％

― ―

（全国21.6％）

23.6％

― ―

（全国19.8％）

20.3％

13.0％ 平成34年度を目標年度としている。

（全国30.7日）

37.6日

（全国30.4日）

37.0日

（全国29.7日）

36.0日

（全国29.2日）

35.5日

（全国28.6日）

34.6日

（全国27.9日）

33.9日

― 35.1日

（全国　－　）

32.0％

（全国22.8％）

31.6％

（全国　－　）

32.6％

（全国27.6％）

31.8％

（全国　－　）

35.4％

（全国33.5％）

37.6％

（全国　－　）

40.3％

40％以上

―

1兆7,877億円

(実績)

1兆8,115億円

(実績(推計))

1兆8,974億円

(計画策定時の推計)

1兆8,511億円

1兆9,675億円

(計画策定時の推計)

1兆8,731億円

― ―

（適正化前）2兆1,834億円

（適正化後）2兆1,181億円

たばこ対策

（成人喫煙率）（％）

福岡県医療費適正化計画（第２期）の進捗状況福岡県医療費適正化計画（第２期）の進捗状況福岡県医療費適正化計画（第２期）の進捗状況福岡県医療費適正化計画（第２期）の進捗状況

住民の健康の保持の推進

特定健康診査の実施率（％）

特定保健指導の実施率（％）

メタボリックシンドロームの該

当者及び予備群の減少率

（H20年度比）（％）

医療の効率的な提供の推進

医療機能の強化・連携等を通

じた平均在院日数の短縮（日）

後発医薬品の使用促進

（普及率）

医療に要する費用の見通し

医療費（円）
―

(実績) (実績(推計)) 1兆8,511億円

(実績(推計))

1兆8,731億円

(実績)

― ―

（適正化後）2兆1,181億円

胃がん

（全国32.3％）

28.5％

― ―

（全国39.6％）

36.4％

― ―

（全国40.9％）

38.2％

肺がん

（全国24.7％）

19.1％

― ―

（全国42.3％）

36.2％

― ―

（全国46.2％）

40.9％

大腸

がん

（全国26.0％）

21.1％

― ―

（全国37.9％）

32.1％

― ―

（全国41.4％）

36.4％

乳がん

（全国39.1％）

34.4％

― ―

（全国43.4％）

39.4％

― ―

（全国44.9％）

40.9％

子宮頸

がん

（全国37.7％）

34.7％

― ―

（全国42.1％）

40.0％

― ―

（全国42.3％）

37.9％

― ―

（全国　－　）

8.7％

（全国　－　）

46.3％

（全国　－　）

14.7％

（全国　－　）

22.7％

― 20％増

 

①１年未満の

入院者の平均

退院率（％）

（全国71.4％）

65.9％

（全国71.1％）

65.7％

（全国70.9％）

68.2％

(全国72.0％)

67.1％

(全国71.7％)

69.2％

― ― 72.0％ 平成27年度を目標年度としている。

 

②５年以上

６５歳以上の

退院者数（人）

― 98人

(全国計823人)

64人

(全国計818人)

58人

(全国計901人)

60人

― ― 118人 平成27年度を目標年度としている。

40％

50％

在宅医療の推進

（訪問診療を受けた患者数の

増加率（H22年度比））（％）

精神障害者の

社会復帰促進

医療費（円）

独自に設定している目標

がん検診の

受診率（％）



医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（抜粋）医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（抜粋）医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（抜粋）医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（抜粋）

後発医薬品の使用促進に関する目標

第２期計画（平成25年度～29年度）

後発医薬品の使用促進に関する数値数値数値数値目標

第３期計画（平成30年度～35年度）

国において作成する後発医薬品推進のための

ロードマップにおいて、限られた医療費資源を有

効に活用する観点から、国や関係者が取り組む

後発医薬品の使用割合を平成29年央に70％

以上とするとともに、平成30年度から平成32年度

末までの間のなるべく早い時期に80％以上とす効に活用する観点から、国や関係者が取り組む

べき施策等を定めることとしており、国としては、

これを踏まえ、都道府県医療費適正化計画の作

成の手法等に関する技術的事項の助言を行う予

末までの間のなるべく早い時期に80％以上とす

るという国における新しい目標を踏まえ、都道府国における新しい目標を踏まえ、都道府国における新しい目標を踏まえ、都道府国における新しい目標を踏まえ、都道府

県においても、この目標の達成に向け、県においても、この目標の達成に向け、県においても、この目標の達成に向け、県においても、この目標の達成に向け、患者及

び医療関係者が安心して後発医薬品を使用する成の手法等に関する技術的事項の助言を行う予

定である。都道府県においても、都道府県においても、都道府県においても、都道府県においても、患者及び医療

関係者が安心して後発医薬品を使用することが

できるよう、後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や

び医療関係者が安心して後発医薬品を使用する

ことができるよう、後発医薬品の使用促進策の後発医薬品の使用促進策の後発医薬品の使用促進策の後発医薬品の使用促進策の

策定や普及啓発の取組を行うことが重要である。策定や普及啓発の取組を行うことが重要である。策定や普及啓発の取組を行うことが重要である。策定や普及啓発の取組を行うことが重要である。

このため、各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬できるよう、後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や後発医薬品の使用促進策の策定や

普及啓発の取組を行うことが重要である。普及啓発の取組を行うことが重要である。普及啓発の取組を行うことが重要である。普及啓発の取組を行うことが重要である。

このため、各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬

品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か

このため、各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬各都道府県においては、後発医薬

品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か

ら、平成ら、平成ら、平成ら、平成32年度末までに後発医薬品の使用割合年度末までに後発医薬品の使用割合年度末までに後発医薬品の使用割合年度末までに後発医薬品の使用割合

をををを80％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か品の使用促進に係る環境の整備を図る観点か

ら、例えば、都道府県域内における後発医薬品ら、例えば、都道府県域内における後発医薬品ら、例えば、都道府県域内における後発医薬品ら、例えば、都道府県域内における後発医薬品

の数量シェアや普及啓発等施策に関する目標をの数量シェアや普及啓発等施策に関する目標をの数量シェアや普及啓発等施策に関する目標をの数量シェアや普及啓発等施策に関する目標を

設定することが考えられる。設定することが考えられる。設定することが考えられる。設定することが考えられる。

をををを80％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最％以上とすることを前提に、計画期間の最

終年度の平成終年度の平成終年度の平成終年度の平成35年度には、後発医薬品の使用年度には、後発医薬品の使用年度には、後発医薬品の使用年度には、後発医薬品の使用

割合が割合が割合が割合が80％以上に到達しているとする目標を設％以上に到達しているとする目標を設％以上に到達しているとする目標を設％以上に到達しているとする目標を設

定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を設定することが考えられる。設定することが考えられる。設定することが考えられる。設定することが考えられる。 定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を定することや、普及啓発等施策に関する目標を

設定することも考えられる。設定することも考えられる。設定することも考えられる。設定することも考えられる。

H28.10.21第８回医療・介護情報の活用による改革の推

進に関する専門調査会厚生労働省提出資料より抜粋


